
議案第１２号

和光市学童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて

和光市学童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

和光市学童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例

和光市学童クラブ設置及び管理条例（平成１６年条例第１７号）の一部を次のように改

正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおり
とする。

第２条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおり
とする。

２（略） ２（略）

別表（第８条関係） 別表（第８条関係）

放課後児童健全育成事業の利用料 放課後児童健全育成事業の利用料

名称 位置

（略）

さざんか学童クラブ 和光市新倉一丁目５番２７
号

（略）

名称 位置

（略）

さざんか学童クラブ 和光市新倉一丁目５番地内

（略）

世帯
階層
区分

内容 利用料の
額

（月額）

第１
階層

生活保護法(昭和２５年法律
第１４４号)による被保護世
帯及び当該年度分(４月から
８月までにあっては前年度
分。以下同じ。)の市町村民
税が非課税の世帯

０円

第２
階層

当該
年度
分の
市町
村民
税の
所得
割額
が次
の区
分に
該当

５，０００円未満 １，９２
０円

第３
階層

５，０００円以上
４８，６００円未満

３，８４
０円

第４
階層

４８，６００円以上
９７，０００円未満

５，７６
０円

第５
階層

９７，０００円以上
１６９，０００円未
満

７，６８
０円

第６
階層

１６９，０００円以
上

９，７０
０円

世帯
階層
区分

内容 利用料の
額

（月額）

第１
階層

生活保護法（昭和２５年法
律第１４４号）による被保
護世帯及び前年度分の市町
村民税が非課税の世帯

０円

第２
階層

第１階
層を除
き、前
年分の
所得税
が非課
税の世
帯

前年度分の市町村
民税の所得割課税
額が５，０００円
未満の世帯

１，９２
０円

第３
階層

前年度分の市町村
民税の所得割課税
額が５，０００円
以上の世帯

３，８４
０円

第４
階層

第１階
層を除
き、前
年分の
所得税
が課税

所得税の課税額が
９０，０００円未
満の世帯

５，７６
０円

第５
階層

所得税の課税額が
９０，０００円以
上１５０，０００

７，６８
０円



附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年９月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

第４項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の和光市学童クラブ設置及び管理条例（以下「新条例」という。

）別表の規定は、施行日以後に行われる放課後児童健全育成事業について適用し、同日

前に行われた放課後児童健全育成事業については、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、新条例別表の規定は、施行日の前日においてこの条例によ

る改正前の和光市学童クラブ設置及び管理条例別表（以下この項において「旧別表」と

いう。）の規定の適用を受けていた者で、施行日以後に新条例別表の規定により決定さ

れる利用料の額が当該決定時点において旧別表の規定により決定される場合の利用料の

額を超えるものにあっては、施行日から令和６年３月３１日までの間に行われる放課後

児童健全育成事業については、なお従前の例による。

（準備行為）

４ 新条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

令和５年２月１７日提出

和光市長 柴﨑 光子

提 案 理 由

放課後児童健全育成事業利用料の算定方法を改正したいため、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、この案を提出するものである。

備考 この表における「所得割額」とは、地方税
法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第
１項第２号に規定する所得割の額をいい、所得
割額の計算に当たっては、同法第３１４条の７
から第３１４条の９まで並びに同法附則第５条
第３項、第５条の４第６項、第５条の４の２第
５項、第５条の５第２項、第７条の２第４項及
び第５項、第７条の３第２項並びに第４５条の
規定は適用しない。

する
世帯

第６
階層

されて
いる世
帯

所得税の課税額が
１５０，０００円
以上の世帯

９，７０
０円


